
学校教育方針と教育目標

（１）教育方針
日本国憲法及び教育基本法の精神に則り、地域や学校の実態および子どもの心身の発達段階や

特性を考慮して、人間尊重の精神を基調とした『心身共に健康で、自ら学ぶ力と実行力のある子

どもの育成』を目指す。また、子ども基本法及び子ども権利条約の精神（４つの原則）を教育の

柱とし、学校教育活動・学級経営における基とする。

（２）教育目標 「思いを伝え、認め合い、学び続ける」子どもを育てる

（３）教育構想図

○各教科等の指導の充実

・各教科 ・特別の教科 道徳 ・特別活動

・外国語・外国語活動 ・総合的な学習の時間
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学校教育目標

思いを伝え、認め合い、学び続ける

校訓 ： 志（こころざし）
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めざす子ども像

・心身共にたくましい子ども
・思いやりのあるやさしい子ども
・自ら学ぶ子ども
・みんなと力を合わせて、主体的に取り組む子ども
・あいさつや正しい生活習慣を身につけた子ども

研究テーマ
『共に学び、共に育とう』

～「心」と「学びたい」をはぐくむ授業づくり～

環境教育・人権教育・福祉教育・防災教育・情報モラル教育等

道徳教育及び心の学習(ＳＥＬ学習)の充実

環 境 の整備・充実 家庭・地域・諸機関との連携 学校運営協議会

子ども基本法
子ども権利条約 ４つの原則

・生命、生存及び発達に関する権利(命を守られ成長できる)
・子どもの意見の尊重(意見を表明し認められる)
・子どもの最善の利益(子どもにとって最善である)
・差別の禁止(差別されることなく安心して生活できる)


